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衆
議
院
議
員
高
井
美
穂
君
提
出
全
国
健
康
保
険
協
会
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
全
国
健
康
保
険
協
会
（
以
下
「
協
会
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
第
百
六
十
四
回
国
会
に
提
出
し
た
健
康
保

険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
以
下
「
法
案
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
協
会
の
毎
事
業
年
度
の
事
業
計
画
及
び
予

算
に
つ
き
、
事
業
主
、
被
保
険
者
及
び
学
識
経
験
者
か
ら
構
成
さ
れ
る
運
営
委
員
会
の
議
を
経
た
上
で
厚
生
労
働
大
臣
の
認

可
を
受
け
る
こ
と
と
す
る
ほ
か
、
財
務
諸
表
並
び
に
事
業
報
告
書
及
び
決
算
報
告
書
に
つ
き
、
会
計
監
査
人
に
よ
る
外
部
監

査
を
受
け
た
上
で
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
後
、
財
務
諸
表
は
官
報
に
公
告
し
、
財
務
諸
表
並
び
に
事
業
報
告
書
及

び
決
算
報
告
書
は
協
会
の
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
閲
覧
に
供
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
協
会
の
各
事
業
年
度
の

業
績
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
評
価
し
、
そ
の
結
果
を
公
表
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
法
案
に
お
い
て
は
、
協
会
が
管
掌
す
る
健
康
保
険
の
保
険
料
に
つ
い
て
、
原
則
と
し
て
社
会
保
険
庁
長
官
（
同
国

会
に
提
出
し
た
ね
ん
き
ん
事
業
機
構
法
案
が
成
立
し
、
平
成
二
十
年
十
月
に
施
行
さ
れ
た
後
は
、
ね
ん
き
ん
事
業
機
構
代
表

執
行
責
任
者
）
が
徴
収
し
た
上
で
協
会
に
交
付
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
た
め
、
当
該
交
付
金
が
厚
生
保
険
特
別
会
計
の
歳
出

に
計
上
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
ほ
か
、
協
会
の
保
険
給
付
等
に
要
す
る
費
用
の
一
部
に
つ
い
て
国
庫
が
補
助
す
る
こ
と
と
し
て

一



い
る
た
め
、
当
該
補
助
金
が
一
般
会
計
の
歳
出
に
計
上
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
協
会
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
監
督
を
受
け
る
ほ
か
、
各
年
度
の
業
務
運
営
が
外
部
の
専
門
家
等

に
よ
る
チ
ェ
ッ
ク
を
受
け
、
事
績
に
関
す
る
情
報
が
公
開
さ
れ
る
と
と
も
に
、
関
連
の
交
付
金
及
び
補
助
金
が
国
会
審
議
の

対
象
と
な
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
業
務
の
適
正
な
運
営
は
十
分
に
確
保
で
き
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

法
案
に
お
い
て
は
、
被
保
険
者
及
び
事
業
主
の
意
見
を
反
映
さ
せ
、
協
会
の
業
務
の
適
正
な
運
営
を
図
る
た
め
、
協
会
に

運
営
委
員
会
を
置
く
ほ
か
、
都
道
府
県
ご
と
の
実
情
に
応
じ
た
業
務
の
適
正
な
運
営
に
資
す
る
た
め
、
各
都
道
府
県
に
設
置

さ
れ
る
支
部
に
評
議
会
を
設
け
る
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
健
康
保
険
組
合
の
組
合
員
で
な
い
被
保
険
者
に
係
る
健
康
保
険
事

業
（
以
下
単
に
「
健
康
保
険
事
業
」
と
い
う
。
）
の
保
険
者
と
し
て
の
責
任
を
有
し
て
い
る
の
は
協
会
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
協
会
が
行
っ
た
保
険
給
付
等
に
関
す
る
処
分
に
つ
い
て
不
服
申
立
て
を
行
う
場
合
の
原
処
分
者
及
び
行
政
事
件
訴
訟
を

提
起
す
る
場
合
の
被
告
は
、
協
会
と
な
る
。

た
だ
し
、
健
康
保
険
事
業
の
う
ち
、
被
保
険
者
の
資
格
の
取
得
及
び
喪
失
の
確
認
、
標
準
報
酬
月
額
及
び
標
準
賞
与
額
の

決
定
並
び
に
保
険
料
の
徴
収
（
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
任
意
継
続
被
保

二



険
者
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務
は
、
原
則
と
し
て
社
会
保
険
庁
長
官
又
は
同
法
の
規
定
に

基
づ
き
社
会
保
険
庁
長
官
の
権
限
の
委
任
を
受
け
る
地
方
社
会
保
険
事
務
局
長
若
し
く
は
社
会
保
険
事
務
所
長
（
第
百
六
十

四
回
国
会
に
提
出
し
た
ね
ん
き
ん
事
業
機
構
法
案
が
成
立
し
、
平
成
二
十
年
十
月
に
施
行
さ
れ
た
後
は
、
ね
ん
き
ん
事
業
機

構
代
表
執
行
責
任
者
又
は
同
法
案
に
よ
る
改
正
後
の
健
康
保
険
法
の
規
定
に
基
づ
き
ね
ん
き
ん
事
業
機
構
代
表
執
行
責
任
者

の
権
限
の
委
任
を
受
け
る
地
方
年
金
局
長
若
し
く
は
地
方
年
金
支
局
長
若
し
く
は
年
金
事
務
所
長
。
以
下
「
社
会
保
険
庁
長

官
等
」
と
い
う
。
）
が
行
う
こ
と
と
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
に
関
す
る
処
分
に
つ
い
て
不
服
申
立
て
を
行
う
場
合
の
原
処
分
者

は
、
社
会
保
険
庁
長
官
等
と
な
り
、
行
政
事
件
訴
訟
を
提
起
す
る
場
合
の
被
告
は
、
行
政
事
件
訴
訟
法
（
昭
和
三
十
七
年
法

律
第
百
三
十
九
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
と
な
る
。

三
に
つ
い
て

法
案
に
お
い
て
は
、
協
会
の
理
事
長
及
び
監
事
は
厚
生
労
働
大
臣
が
、
協
会
の
理
事
及
び
職
員
は
理
事
長
が
、
そ
れ
ぞ
れ

任
命
し
、
厚
生
労
働
大
臣
が
理
事
長
を
任
命
す
る
に
当
た
っ
て
は
運
営
委
員
会
の
意
見
を
聴
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

な
お
、
協
会
の
成
立
の
際
に
は
、
役
員
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
理
事
長
と
な
る
べ
き
者
及
び
監
事
と
な
る
べ
き

者
を
あ
ら
か
じ
め
指
名
し
、
当
該
指
名
さ
れ
た
理
事
長
が
理
事
を
任
命
す
る
と
と
も
に
、
職
員
に
つ
い
て
は
、
協
会
の
設
立

三



委
員
が
労
働
条
件
及
び
採
用
基
準
を
定
め
て
、
社
会
保
険
庁
及
び
民
間
企
業
等
か
ら
募
集
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
こ
の
う

ち
、
社
会
保
険
庁
の
職
員
か
ら
協
会
の
職
員
を
採
用
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
設
立
委
員
が
定
め
た
基
準
に
従
っ
て
社
会
保
険

庁
長
官
が
選
定
し
た
者
の
う
ち
か
ら
、
設
立
委
員
が
採
用
の
可
否
を
決
定
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
現
行
の
社
会
保
険
庁
の

職
員
が
そ
の
ま
ま
協
会
の
役
員
や
職
員
に
移
籍
す
る
こ
と
と
は
な
ら
な
い
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
。

四


